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目的　本研究では都道府県レベルにおける児童虐待の社会的要因を解明し，今後の児童虐待予防対
策への示唆を得ることを目的とする。

方法　都道府県別の児童虐待率，人口・世帯，経済，女性の労働，生活時間，ソーシャルサポート
に関する統計データを利用し，因子分析，重回帰分析，構造方程式モデリング（SEM）を用
いて分析した。

結果　因子分析の結果，「都道府県の都市化」「都道府県の性別役割分業体制」「都道府県の経済的
課題」という ３ つの因子が抽出された。都道府県別における妻の就職率，妻の家事時間，核家
族の割合，専業主婦の割合から構成された「都道府県の性別役割分業体制」が強いほど，児童
虐待率が高い。都道府県における民生委員・児童委員 1 人当たりの相談・支援件数が多いほど，
児童虐待率が低い。また，「都道府県の都市化」が進んでいるほど，「都道府県の性別役割分業
体制」が強い。同時に民生委員・児童委員 1 人当たり相談・支援件数が少なくなり，児童虐待
率が高いという間接的効果が認められた。

結論　標準的な家庭を前提とした労働，社会保障制度，性別役割分業を維持する社会構造はストレ
スになる可能性があり，ジェンダー平等な子育て支援，働き方改革，社会政策が求められる。
つながりの希薄化と地域からの孤立の問題に関して，地域におけるソーシャルキャピタルの充
実，地域の絆の再生をめぐる地域レベルの児童虐待予防対策が必要である。

キーワード　児童虐待，社会的背景，都道府県レベル，性別役割分業体制　

Ⅰ　は　じ　め　に

　令和 3 年度における児童虐待相談件数は
207,660件で，過去最高の記録を更新した。児
童虐待相談件数の統計を取り始めた平成 ２ 年度
以来，毎年増加し続けている1）。児童虐待対応
件数の急増，乳幼児に対する悲惨な虐待死事件
の発生が大きな社会問題となっている。虐待体
験，ネグレクト，劣悪な養育環境など幼少期の
逆境的環境（Adverse Childhood Experiences；
ACEs）が成人後の健康や社会適応に大きな影
響を及ぼす2）。Wadaらは2012年度の日本にお

ける児童虐待の社会的コストを計算し，支援機
関の運営費など予算として国が払った「直接費
用」が 1 千億円，虐待による身体的罹患，精神
疾患，生産性損失，生活保護などの「間接費
用」が1.5兆円と試算した3）。子どもの人権を
守り，児童虐待の社会的コストを抑えるために，
児童虐待の予防に重点を置くべきである。
　児童虐待の背景について，精神障害をもつ大
人や子どもの問題だという認識を超えて，親子
関係，家族の状況，社会経済的地位の低さ，暴
力や体罰の文化的容認など，より広い要素を含
めて考えられるようになった4）。子ども虐待の
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生態学的統合モデルは，児童虐待を①個人また
は個体発生要因，②家庭のマイクロシステム，
③エクソシステム，④社会のマクロシステム，
という 4 つのレベルで相互作用するリスク因子
と保護因子システムの中に位置づける5）。
　日本では，家族が生活する地域社会，家族が
利用できる公式・非公式な社会的支援やサービ
ス，家族構成員の学校や同年齢集団，親の職場，
世帯所得・雇用・求人などの要因からなるエク
ソシステムにおけるリスク因子に関する研究が
欧米と比べて少ないのが現状である。特に，地
域社会におけるリスク因子はまだ解明されてお
らず，近隣またはコミュニティからの児童虐待
予防対策が少ない。そこで本研究では公的統計
データによって都道府県レベルの児童虐待の社
会的要因を解明し，今後の児童虐待予防対策へ
の示唆を得ることを目的とする。
　家族が生活する地域社会におけるリスクファ
クターについて，子どもが集まり，扶養比率が
高く，拡大家族の割合が高い地域では，児童虐
待率が低いことが報告されている6）。地域にお
ける人口の減少と移民の増加は児童虐待率との
正の相関が認められた6）7）。
　Shawらは高いレベルの貧困，不安定な居住
状態と民族の異質性がある無秩序な近隣地域は
社会解体が発生し，他の地域より非行や犯罪が
多く，非行・犯罪とコミュニティとの関連性を
検証した8）。失業率，特に男性の失業率が高い
地域では，より多くの身体的虐待，ネグレクト
が発生している7）9）10）。2005年～2016年日本の都
道府県別の統計データを分析した結果，都道府
県別の失業率が50％上昇すると，報告された子
ども10万人当たりのネグレクトが59.5件，死亡
事例が2,735件増加した11）。ただし，失業率と
児童虐待率との関連がみられない研究もあ
る6）12）13）。
　地域における貧困家庭の割合が高いほど，公
表された性的虐待，身体的虐待，ネグレクトの
件数が多くなり，ネグレクトは経済的困難と強
く関係していることが示されている7）14）。Cherry
らは2000年から2012年まで，アメリカにおける
子どもの貧困率，ひとり親家族の割合と児童虐

待率との関連を検証した結果，貧困とひとり親
家族の交互作用がみられた10）。また，郡レベル
の経済的格差（ジニ係数）と郡レベルの貧困率
は児童虐待率と関連し，ジニ係数と貧困率の交
互作用が認められた15）。
　Linらはストレスと健康に関する研究の中で，
ソーシャルサポートは「日常的および危機的状
況で機能的なニーズを満たすために，社会的構
造のリソースを提供するプロセスである」と定
義した16）。主な研究テーマとして，ソーシャル
サポートのストレス緩衝効果について議論され
てきた。Ben-Ariehは地域におけるソーシャル
サポートが子ども千人当たりの児童相談所の数
と千人当たりのソーシャルワーカーの数として
扱う。ただし，児童相談所の数は児童虐待率と
経年的に関連し，地域におけるひとり親家族の
割合が高いほど，児童相談所が多く，児童虐待
が発見しやすくなると論じている6）。
　岡田は母親の人口学的要因と子どもに対する
有害な行為との関係を分析した結果，すべての
独立変数で，児童虐待の分散を9.5％しか説明
できないことが明らかとなり，人口学的要因以
外の他の要因が関わっている可能性があると指
摘している17）。
　そこで本研究では，公表している統計データ
を利用し，都道府県レベルの児童虐待の社会的
要因を解明する。先行研究の知見および入手可
能な既存のデータという制約を考慮し，本研究
で検証する仮説を次のとおりとする。
　仮説 １ ：都道府県レベルにおける核家族の割
合が高いほど，児童虐待率が高い。
　仮説 ２ ：都道府県レベルにおける経済成長が
低いほど，児童虐待率が高い。
　仮説 ３ ：都道府県レベルにおける性別役割分
業体制が強いほど，児童虐待率が高い。
　仮説 ４ ：都道府県レベルにおけるソーシャル
サポートが多いほど，児童虐待率が低い。

Ⅱ　方　　　法

　本研究では，2015年度各都道府県の児童相談
所における児童虐待防止法に関する対応件数
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（安全確認），市町村における児童虐待防止法
に関する対応件数（安全確認）の合計から，各
都道府県の児童虐待率（千人当たり）を算出し
て従属変数とした。独立変数については，先行
研究に基づき，人口・世帯，経済，女性の労働，
生活時間，ソーシャルサポートに関する広範囲
の変数を採用した。独立変数の定義とデータ源
は，表 1のとおりである。

　独立変数の間に相関関係があると想定してい
るので，まず，因子分析により広範囲の独立変
数の背景にある共通因子を抽出する。そして，
各都道府県の児童虐待率を従属変数，抽出され
た因子を独立変数とする重回帰分析を行う。次
に，他の変数を経由して児童虐待率に影響を及
ぼす間接効果も考えられる。因子分析と重回帰
分析の結果に基づき，児童虐待規定要因モデル

を設定し，構造方程式モデリン
グ（SEM）を用いて児童虐待
の社会的要因の構造を検討する。

Ⅲ　結　　　果

　広範囲の独立変数について，
重みなし最小二乗法・プロマッ
クス回転による因子分析を行っ
た。共通性と因子負荷量を確認
したところ，いくつかの統計
データは分析から除外された。
その結果， 3 つの因子が抽出さ
れ， 3 つの因子による累積寄与
率は74.698であった。回転後の
各変数の因子負荷量を表 2に示
す。
　第 １ 因子においては，住宅地
価格，人口の社会増加，家賃，
人口密度，世帯数，待機児童，
人口，妻の育休利用率，人口移
動に高い正的相関を持ち，扶養
比率，民生委員数，高齢化率に
負の相関を示し，「都道府県の
都市化」の因子と命名した。
　第 ２ 因子に関してみると，可
処分所得，実支出，預貯金に高
い負の相関が認められ，生活保
護，失業率，ひとり親家族，離
婚率に正の相関を持ち，「都道
府県の経済的課題」の因子とし
た。
　第 ３ 因子は，核家族，妻の家
事時間，専業主婦に正の相関を

表 1　独立変数の定義とデータ源
独立変数 定義 データ源

人口・世帯数 総人口・一般世帯数

国勢調査
（2015）

高齢化率 65歳以上人口割合

扶養比率 （15歳未満人口＋65歳以上人口）／
15～64歳人口

家族人数 一般世帯平均人員数

核家族・ひとり親家族 核家族・母子・父子世帯の割合

離婚率 離婚率

社会生活統計指標
（2015）

人口密度
人口集中地区人口密度

総面積・人口集中地区
面積 １ ㎢当たり人口密度

生活保護 生活保護被保護実世帯数

貯蓄率 平均貯蓄率（ 2 人以上の世帯のうち
勤労者世帯）

児童福祉施設等数
人口10万人当たり児童福祉施設等

従事者数

民生委員数・
民生委員件数

民生委員・児童委員数（人口10万人当たり）
1 人当たり相談・支援件数

失業率 都道府県別完全失業率 労働力調査（2015）

可処分所得・
実支出・預貯金 2 人以上の世帯のうち勤労者世帯 家計調査

（2015）

人口の社会増加 転入者数－転出者数

社会・人口統計体系
都道府県データ

（2015）

人口移動 （転入者数＋転出者数）／総人口

住宅地価格 標準価格（平均価格）（住宅地）

家賃 3.3㎡当たり家賃（民営賃貸住宅）

待機児童 保育所等利用待機児童数

地域子育て支援拠点
事業・利用者支援事業

0 ～ ２ 歳人口千人当たりカ所数
25～44歳人口 １ 万人当たりの実施カ所数

厚生労働省調べ
（2015）

妻の家事・育児時間
夫婦と子供の世帯（総平均時間） 社会生活基本調査

（2016）夫の家事・育児時間

妻の就職率・専業主婦 仕事が主な有業者・家事をしている
無業者（配偶者あり女性）の割合 就業構造基本調査

（2017）
妻の育休利用率 育児休業等制度の利用あり（有業者）

妻の割合

空き家 空き家比率 住宅・土地統計調査
（2018）
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持ち，妻の就職率に高い負の相関を示し，「都
道府県の性別役割分業体制」の因子と定義した。
　抽出された 3 つの因子について，因子得点を
算出し，児童虐待率との関連を検証した。「都
道府県の都市化」（ｒ＝0.438， p ＜0.01），「都
道府県の性別役割分業体制」（ｒ＝0.442， p ＜
0.01）と児童虐待率に正の相関がみられた。ま
た，「都道府県の都市化」と「都道府県の性別
役割分業体制」（β＝0.325， p ＜0.05）との間
にも正の相関が認められた。
　そこで，各都道府県の児童虐待率を従属変数
として，「都道府県の都市化」「都道府県の性別
役割分業体制」の因子得点，因子分析から除外
された変数を投入し，一括投入法により重回帰
分析を行った。従属変数に対する正規性の検定
の結果，正規分布に従わなかったため，児童虐
待率の対数を取った。多重共線性検定の結果，
すべての説明変数のVIF統計量が 1 ～ 5 の値域
に収まっており，多重共線性の可能性は低いこ
とが確認できる。
　「都道府県の性別役割分業体制」が強いほど
（β＝0.451， p ＜0.05），児童虐待率が高い。
民生委員・児童委員 1 人当たり相談・支援件数
が多いほど（β＝－0.373， p ＜0.05），児童虐
待率が低い。「都道府県の都市化」，家族人数，
貯蓄率，空き家，妻の育児時間，夫の家事・育
児時間，児童福祉施設等数，児童福祉施設等従
事者数，地域子育て支援拠点事業・利用者支援
事業と児童虐待率との有意な関連が認められな
かった。自由度調整済みR2は0.305であった。
　因子分析と重回帰分析の結果に基づき，「都
道府県の都市化」から「都道府県の性別役割分
業体制」，民生委員・児童委員 1 人当たり相
談・支援件数を通じて児童虐待率に影響を及ぼ
すという児童虐待規定要因モデルを設定した。
　構造方程式モデリング（SEM）を用いて分
析した結果，「都道府県の都市化」から「都道
府県の性別役割分業体制」への有意な正の影響
（β＝0.440， p ＜0.01），「都道府県の都市
化」から民生委員・児童委員 1 人当たり相談・
支援件数への有意な負の影響（β＝－0.380， p
＜0.01）がみられた。「都道府県の都市化」は

民生委員・児童委員 1 人当たり相談・支援件数
と「都道府県の性別役割分業体制」を経由し，
児童虐待率に影響を及ぼす間接効果（β＝
0.338）が認められた。分析モデルの適合につ
いては，χ2（37）値＝24.433（ p ＝0.944），CFI＝
1.000，RMSEA＝0.000といずれも良い適合を
示し，AICにおいても分析モデル（＝104.433）
は，飽和モデル（＝154.000）および独立モデ
ル（＝552.177）よりも小さく，分析モデルの
採択を推奨する結果となった。適合度が最も高
かったモデルを図 1に示す。

Ⅳ　考　　　察

　本研究では，2015年度各都道府県の児童相談
所，市町村における児童虐待防止法に関する対
応件数（安全確認）の合計から各都道府県の児
童虐待率を算出した。公表されている統計デー
タを利用することが調査票の記入より社会的望
ましさバイアスが小さいものの，市町村または
児童相談所に通報する件数と子どもの虐待の実
際の数に差が存在することが指摘されている4）。
　児童虐待率についての重回帰分析の結果，

表 ２　因子分析結果
Ⅰ Ⅱ Ⅲ

住宅地価格 0.972 -0.047 -0.031
人口の社会増加 0.964 -0.108 -0.281
家賃 0.933 0.014 -0.072
人口密度 0.931 0.011 -0.028
世帯数 0.904 -0.013 0.096
待機児童 0.902 0.128 -0.231
人口集中地区人口密度 0.878 0.147 0.080
人口 0.874 -0.031 0.142
妻の育休利用率 0.743 -0.086 -0.215
扶養比率 -0.731 -0.005 -0.218
民生委員数 -0.711 0.019 -0.293
人口移動 0.708 -0.015 0.097
高齢化率 -0.593 -0.083 -0.238
可処分所得 0.018 -0.826 0.118
実支出 0.176 -0.808 0.210
預貯金 -0.052 -0.792 0.221
生活保護 0.144 0.738 0.091
失業率 0.295 0.715 0.023
ひとり親家族 -0.502 0.643 0.175
離婚率 0.051 0.579 0.382
妻の就職率 -0.152 0.076 -0.910
核家族 -0.400 -0.108 0.893
妻の家事時間 0.049 -0.109 0.734
専業主婦 0.230 0.064 0.705
累積寄与率 44.808 63.013 74.698

注　重みなし最小二乗法，プロマックス回転
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「都道府県の性別役割分業体
制」の因子得点は児童虐待率に
有意な正の影響を及ぼしていた。
仮説 1 「都道府県レベルにおけ
る核家族の割合が高いほど，児
童虐待率が高い」と仮説 3 「都
道府県レベルにおける性別役割
分業体制が強いほど，児童虐待
率が高い」についてはこれらを
支持する結果となった。都道府
県レベルにおける性別役割分業
体制の強さは妻の就労形態，家
族構成，妻の家事時間によって
観測されている。
　本研究では都道府県別の統計データを利用す
ることで，性別役割分業意識と児童虐待との関
連を説明できないが，「第三号被保険者」など
標準的な家庭を前提とした労働，社会保障制度，
「男は仕事・女は家庭」という性別役割分業を
維持する社会構造は，ある責任が特定の人に固
定されて，ストレスになる可能性を示している。
　民生委員・児童委員の相談・支援の内容につ
いて，「高齢者に関すること」が半数を超え，
「子どもに関すること」が 2 割弱であり，民生
委員・児童委員は親に対するストレス緩衝効果
を果たすと言い難い。そして，民生委員・児童
委員 1 人当たり相談・支援件数が多いほど，児
童虐待率が低いことは，仮説 4 「都道府県レベ
ルにおけるソーシャルサポートが多いほど，児
童虐待率が低い」についてはこれらを部分的に
支持する結果となった。
　欧米の先行研究では地域における人口密度，
失業率，貧困家庭の割合等と児童虐待率との関
連が認められたが，本研究では「都道府県の都
市化」と児童虐待率との有意な関連がみられな
かった。よって，仮説 2 「都道府県レベルにお
ける経済成長が低いほど，児童虐待率が高い」
は支持されない結果となった。また，構造方程
式モデリングによる分析結果では，都道府県の
都市化が進んでいるほど，性別役割分業体制が
強く，同時に民生委員・児童委員 1 人当たり相
談・支援件数が少なくなり，児童虐待率が高い。

　2015年度の都道府県別の共働き率をみると，
大都市とその周辺で共働き率が低い。住宅地価
格，家賃，人口密度が高く，人口増加している
都道府県では，サラリーマンと専業主婦と子ど
も 2 人の核家族という「標準世帯」が多いと推
測する。都市部では，地方部からの人口の流入
が進んだことや，住民の頻繁な流出入により，
地域への愛着・帰属意識が低下している可能性
がある。地域におけるつながりの希薄化，実父
母や夫からサポートの不足によって，母親規範
意識が強い専業主婦は孤独感や育児不安を抱え，
児童虐待リスクが高いと推測される。
　また，民生委員・児童委員数（人口10万人当
たり）と 1 人当たり相談・支援件数は正の相関
（β＝0.287， p ＜0.5）を示している。民生委
員・児童委員の配置基準をみると，都市の人口
が多いほど，民生委員・児童委員 1 人当たりの
担当世帯数が多い。つまり，都市化が進んでい
る都道府県では，人口10万人当たりの民生委
員・児童委員数が少ない（民生委員・児童委員
1 人当たりの担当世帯数が多い）ものの， 1 人
当たり相談・支援件数が少ない。民生委員・児
童委員は地域におけるつなぎ役と呼ばれ， 1 人
当たり相談・支援件数は地域のつながりと関係
しているのではないだろうか。地域社会がかな
り衰退している都道府県では，育児の悩みや不
安に関する話し合い，緊急時の預かりが難しく，
母親の育児不安を招く恐れがある。
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　「都道府県の都市化」と児童虐待率との有意
な関連がみられなかったことは，都道府県別の
統計データから地域社会における経済的状況を
読み取ることができないと考えられる。地域社
会における児童虐待のリスク因子について，多
くの先行研究は近隣の特性に関して生態学的一
貫性がある小規模の地域で収集したデータを分
析した10）。本研究では入手可能な既存のデータ
という制約があり，公表している各都道府県の
統計データは近隣地域の特性が反映されたもの
と言い難い。近隣社会における経済的状態と児
童虐待との関係を検証するために，日本におけ
る近隣の特性に関して生態学的一貫性がある地
域・コミュニティの人口規模を考える必要があ
る。
　マイヤーズは，マルトリートメントに対応す
るということは，貧困や社会からの逸脱，近隣
との対立，地域崩壊，精神疾患，薬物依存，犯
罪行為，無知やネグレクトといった問題に対応
することを意味するからであると指摘してい
る18）。しかし，日本における児童虐待予防対策
では，子どもの発達について教育することと，
子どもの行動への対処スキルの向上を促すペア
レントトレーニング，失業，低収入など生活困
難を抱える保護者への生活支援に関する内容が
少ない。また，つながりの希薄化と地域からの
孤立の問題に関して，ソーシャルキャピタルを
充実し，地域社会の活性化支援が求められる。

Ⅴ　結　　　論

　本研究の目的は，公的統計データによって都
道府県レベルの児童虐待の社会的要因を解明し，
今後の児童虐待予防対策への示唆を得ることで
あった。都道府県レベルにおける広範囲の統計
データから因子を抽出し，構造方程式モデリン
グ（SEM）を用いて児童虐待の社会的要因の
構造を検討することは本研究の独自性である。
　分析結果から，本研究は以下の 2 点について，
今後の児童虐待予防対策を提言する。まず，標
準的な家庭を前提とした労働，社会保障制度，
性別役割分業を維持する社会構造は，ある責任

が特定の人に固定されて，ストレスになる可能
性がある。M字カーブの女性就業率，極端に長
い女性の家事・育児関連時間，男性の有償労働
時間などの問題を対処するために，ジェンダー
平等な子育て支援，働き方改革，社会政策が求
められる。
　次に，都市化が進んでいる都道府県では，サ
ラリーマンと専業主婦と子ども 2 人の核家族と
いう「標準世帯」が多く，地域コミュニティは
かなり衰退し，子育て世帯の孤立は 1 つの課題
だと考える。地域におけるソーシャルキャピタ
ルの充実，地域の絆の再生をめぐる地域レベル
の児童虐待予防対策が必要である。
　本研究では，データの収集と分析にあたり以
下の限界がある。まず，多くの先行研究は近隣
（Neighborhood）・コミュニティ（Community）
におけるリスクファクターを探求するために，
小規模の地域で収集したデータを分析したが，
本研究では入手可能な既存のデータという制約
があり，公表している各都道府県の統計データ
は近隣・コミュニティの特性が反映されたもの
とは言い難い。
　また，今回は公的統計データを利用したが，
市町村または児童相談所に通報する件数と子ど
もの虐待の実際の数に差が存在し，児童虐待率
の地域格差は，実際の比率の差より通報パター
ンの差が反映される可能性がある4）5）。
　最後に，因子分析のところで都道府県レベル
におけるソーシャルサポートに関する因子を抽
出することができなかった。ソーシャルサポー
トと児童虐待との関連を検討することを今後の
課題としたい。児童虐待との因果関係を検討す
るためには今後，単年度データのみならず時系
列データを分析する必要がある。
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